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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]旭区民生委員児童委員協議会　３月会長会

日時：令和８年３月12日（木）13:30～15:00
会場：旭区役所　新館２階大会議室	
横浜市版民生委員・児童委員キャラクター
「よこはまミンジ－」

＜第１部＞
１　横浜市役所・旭区役所　
【１－１】令和７年度バトンタッチサポーター制度に関するアンケートについて（依頼）
＜健康福祉局地域支援課＞
	令和７年12月の一斉改選で導入した「バトンタッチサポーター制度」について、サポーターの支援を受けた新任委員を対象にアンケートを実施します。対象の方への周知と回答へのご協力をお願いします。
回答方法：①電子申請
　　　　　　　②健康福祉局地域支援課へFAXまたはメール送信
　　　　　　　③区役所福祉保健課へ持参
回答期限：４月30日（木）



【１－２】　令和７年度高齢者世帯を対象とした防災訪問等の実施結果について（報告）
＜旭消防署＞
	民生委員の皆様の見守り訪問に合わせて、消防職員が同行し住宅火災予防や住宅用火災警報器の設置及びあんしん救急について注意喚起をしました。
併せて、住宅防火に関するポイントをまとめた防火チラシの配布を行いました。
①防災訪問実施世帯数：229世帯
②チラシ配布数：1,360枚



【１－３】　令和７年度　ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業　実施報告（報告）
＜福祉保健課＞
	名簿掲載者のうち７６４人を訪問した結果、１６１人が民生委員の見守り等に繋がりました。今年度は説明会資料の見直し、状況把握結果報告の簡略化、不明者等の二次調査の変更を行いましたが、各地区においても振り返りをお願いします。




２　区社協　



＜第２部＞
３　市民児協　
【３－１】　横浜市民生委員児童委員協議会の会費規程の改正について（報告）
	[bookmark: _Hlk223361835]民生委員の負担軽減策として、現在個人で負担している会費の一部について、令和8年度から市の補助金による支援が始まる予定です。これに伴い、横浜市民児協会費規程が改正されますので、あらかじめご承知おきください。
令和8年度は、市補助金が 一人あたり1,500円増額される見込みのため、会費は一人あたり6,000円とする予定です。
＜現行＞
・会費は一人当たり7,500円とする
＜改正＞　　　　　　　　　　　　　
　・会費は一人当たり7,500円を上限とする
　・毎年度の会費の額は、市民児協理事会に諮り定める



【３－２】　「よこはまミンジー」ピンバッジについて（依頼）
	今年度、広報啓発グッズとして作成しました「よこはまミンジー」のピンバッジにつきまして、大きな反響をいただいたため有償にて追加作成を予定しています。取り扱いについて、ご検討をお願いいたします。




４　区民児協ほか　
【４－１】　令和７年度旭区民児協事業報告及び収支決算（案）、令和８年度旭区民児協事業計画及び収支予算（案）について（依頼）全員
	標記については、5月の正副会長会にて審議・決定します。ご意見やお気づきの点がございましたらお知らせください。



【４－２】　民生委員互助事業の再周知および支払方法の変更について（事務連絡） 全員
	1 [bookmark: _Hlk220609889]互助事業について
傷病（病気やケガ）による見舞金または配偶者死亡などによる弔慰金が支給されます。民生委員活動以外（普段の生活）での傷病も対象となりますので、該当がございましたら地区会長を通して事務局までお申し出ください。
②支払方法の変更について
これまで現金でお渡ししていましたが、令和８年４月より本人名義の銀行口座への振込に変更しますので、ご了承ください。なお、別途口座での受取をご希望の方は事務局へご連絡ください。




５　主任児童委員連絡会　
[bookmark: _Hlk220610291]【５－１】　旭区主任児童委員連絡会、横浜市主任児童委員連絡会（報告）

６　企画委員会　



＜現在、各地区民児協へ御依頼している事項＞
	項　　　目
	期限

	バトンタッチサポーター制度に関するアンケート
※該当者のみ
	４月30日（木）

	地区担当民生委員、主任児童委員の増減員申請
	３月27日（金）

	活動件数集計表（３月分）の提出
	４月９日（木）
※４月会長会





【次回会長会】　	
日時：令和８年４月９日（木）　13時30分から
場所：旭公会堂講堂（旭区総合庁舎４階）


【会長会資料について】
・開催後、横浜市のホームページに１年間掲載します。
・ただし、本次第で紙のみと記載された個人情報を含む資料等は掲載しません。
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AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]・ホームページの閲覧方法
（１）携帯電話の場合
①右記二次元コードを読み込み
②閲覧したい月の資料を選択
（２）パソコンの場合資料掲載ページ


①「旭区 民生委員 定例会報告」で検索
②画面の１番上に出てくるページに入り、閲覧したい月の資料を選択
・活用方法
 「次第」→Wordファイル、その他の資料→PDFファイルで掲載されています。
「次第」は適宜加工してお使いください。
（例）地区定例会の次第作成：会長会次第+地区の共有事項等を追記
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